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ら
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知
ら
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く
ら
し
と

住
ま
い

く
ら
し
と

住
ま
い

　
保
険
料
の
免
除
や
納
付
猶
予
、
学

生
納
付
特
例
制
度
の
承
認
を
受
け
た

場
合
は
、
保
険
料
を
全
額
納
付
し
た

場
合
に
比
べ
、
将
来
受
け
取
る
年
金

額
が
少
な
く
な
り
ま
す
。

　
そ
の
た
め
、
こ
れ
ら
の
免
除
な
ど

を
受
け
て
か
ら
10
年
以
内
で
あ
れ
ば

さ
か
の
ぼ
っ
て
納
付
（
全
額
ま
た
は

一
部
）
す
る
こ
と
が
で
き
る
『
追
納
』

と
い
う
制
度
が
あ
り
ま
す
。

※�

免
除
な
ど
の
承
認
を
受
け
た
年
度

か
ら
起
算
し
て
３
年
度
目
以
降
に

追
納
す
る
場
合
、
当
時
の
保
険
料

額
に
経
過
期
間
に
応
じ
た
加
算
額

が
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
。

※�

希
望
す
る
方
は
、
年
金
事
務
所
へ

申
し
込
み
が
必
要
で
す
。

問
い
合
わ
せ
　
室
蘭
年
金
事
務
所

�

（
☎
㉔
７
１
０
４
）

　
児
童
手
当
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方

は
、
毎
年
６
月
１
日
か
ら
30
日
ま
で

に
『
児
童
手
当
現
況
届
』
を
提
出
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
受
給
さ
れ
て
い
る
方
に
は
、
５
月

末
に
書
類
を
送
付
し
て
い
ま
す
。
期

間
中
に
提
出
が
な
い
場
合
、
６
月
分

以
降
の
手
当
が
支
給
停
止
と
な
り
ま

す
の
で
、
必
ず
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

提�

出
方
法
　
６
月
30
日
㈮
ま
で
に
持

参
ま
た
は
郵
送
（
30
日
必
着
）
で

子
育
て
グ
ル
ー
プ
（
〒
059

－

８
７

０
１
中
央
町
６
丁
目
11
）

○
出
張
受
付
を
行
い
ま
す

◦�

６
月
９
日
㈮
・
20
日
㈫
10
時
～
16

時
…
鷲
別
公
民
館

◦�

６
月
13
日
㈫
11
時
～
13
時
…
登
別

温
泉
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

◦�

６
月
16
日
㈮
11
時
～
13
時
…
婦
人

セ
ン
タ
ー

問
い
合
わ
せ
　
子
育
て
Ｇ

�

（
☎
�
５
６
３
４
）

国
民
年
金
保
険
料
の
『
追
納
制
度
』

『
児
童
手
当
現
況
届
』
を

受
け
付
け
て
い
ま
す

子育てに関する手当の制度を知っていますか
児童手当

特別児童扶養手当

児童扶養手当

災害遺児手当

問い合わせ
子育てグループ（☎�５６３４）

⃝対　象　�中学校卒業前の子ども（15歳に到達
した以降最初の３月31日までの間に
ある子ども）を養育している方

※�児童福祉施設などに入所している子どもを除
く。
⃝手当額　◦�３歳未満の子ども…１人につき月

額15,000円
　　　　　◦�３歳から小学生まで（第１、２子）

…１人につき月額10,000円
　　　　　◦�３歳から小学生まで（第３子以降）

…１人につき月額15,000円
　　　　　◦�中学生…１人につき月額10,000円
※�養育者の所得が所得制限額以上の場合は、子
ども一人につき月額5,000円。

⃝対　象　�政令で定める程度の障がいがある20
歳未満の子どもを養育している方

⃝手当額　◦�重度の障がいがある子ども…１人
につき月額51,450円

　　　　　◦�中度の障がいがある子ども…１人
につき月額34,270円

※�養育者の所得が所得制限額以上の場合は、手
当が支給されません。

⃝対　象　�18歳に到達した以降最初の３月31日
までの間にある子どもを養育してい
るひとり親家庭の方など

　　　　　※�子どもが政令で定める程度の障が
いがある場合は20歳未満の子ども。

⃝手当額　月額42,290円
　　　　　※�第２子は月額9,990円、第３子以

降は１人につき月額5,990円を加
算。

※�養育者や同居親族など（養育者の父母、兄弟
など）の所得や養育費、公的年金等が所得制
限額以上の場合は、手当の全額または一部が
支給停止となります。

⃝対　象　◦�自然災害や交通事故などにより父
や母を亡くしている小学生または
中学生を養育している方

　　　　　◦�自然災害や交通事故などにより父
や母が重度の障がい状態にある小
学生または中学生を養育している
方

⃝手当額　子ども１人につき月額10,000円

※�児童手当や児童扶養手当について、養育する子ど
もの人数は、18歳に到達した以降最初の３月31日
までの間にある子どもを数えます。

※申請方法など、詳しくは問い合わせください。

12� くらしのガイド　市や国、道からのお知らせ

くらしのガイド

『
申
し
込
み
』

　
　
　
　
　
　
　
中
の
『
Ｇ
』
は
『
グ
ル
ー
プ
』
の
略
で
す

『
問
い
合
わ
せ
』


